
　　　育英大学及び育英短期大学における公的研究費の運営・管理体制

コンプライアンス推進責任者(大学：専攻長)

(短大：学科長)
大学及び短期大学の全体を統括し、公的研究費の運営及び管理の実質的な責任と権限

を有し、管理する専攻又は学科の研究者に対して不正防止に必要な指導等を行う。

内部監査
・書面監査、実地監査

不正調査委員会
・通報事案に係る本調査

・認定結果の報告

最高管理責任者(学長)

大学及び短期大学の全体を統括し、公的研究費の運営及び管理の最終責任を負う。

総括管理責任者（大学：教育学部長）

（短大：事務局長）

最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理を

統括する実質的な責任と権限を有する。

公的研究費の運営・管理担当課(管理課)

・公的研究費に係る事務手続き、経理、納品検収、収支書類の管理業務

関係する教職員
・コンプライアンス教育の受講義務

・誓約書の提出義務

通報窓口(管理課長)
・公的研究費の不正に関する受付

・通報内容の報告
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